
平成20年度低公害車導入促進助成事業の概要（案）
【実施要領】

１．助成制度の対象

　　会員事業者の低公害車導入に対する助成を行う都道府県ト協。

２．予　算

　　 ５７９百万円

３．助成対象車両

　　車両総重量２.５トン超の下記車両のうち、平成２１年３月１６日までに登録が完了する車両を助成対象とする。

　　※平成２１年３月１５日が日曜日のため、翌登録受付可能日である３月１６日までとする。

　　※（１）～（２）は初度登録の車両。

　　（１）ＣＮＧトラック

　　（２）ハイブリッドトラック

　　　　　※新長期基準よりＮＯｘ値１０％かつＰＭ値５０％の低減車両

　　（３）ＣＮＧトラック（使用過程にあるディーゼル車からの改造）

４．協調補助

　　国及び都道府県ト協の助成金を併用することを条件とする。

　　　＜国の補助制度＞

	
	国土交通省
	経済産業省

	実績申請
	○
	×

	台数要件
	あり（緩和要件あり）
	なし


５．申請受付期間

　平成２０年４月１日 ～ 平成２１年２月２日

　　※上記期間内であっても、予算に達した場合は、その時点までとする。

６．助成率・助成額

　◎ＣＮＧ車（新車）

　　　　　　　　　　価格差の1/6　　　　　　 （単位：円）

	最大積載量
	価格差
	国
	全ト協
	都道府県ト協
	計

	２ｔクラス
	980,000
	490,000
	164,000
	163,000
	817,000

	４ｔクラス
	3,200,000
	1,600,000
	534,000
	533,000
	2,667,000


◎ハイブリッド車

　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　価格差の1/8 　　　　　　（単位：円）

	最大積載量
	価格差
	国
	全ト協
	都道府県ト協
	計

	２ｔクラス
	980,000
	490,000
	123,000
	122,000
	735,000

	４ｔクラス
	2,750,000
	1,375,000
	344,000
	343,000
	2,062,000


　◎ＣＮＧ車（使用過程車改造）

　　　　　　　定額助成　　　　　 　　（単位：円）

	最大積載量
	価格差
	国
	全ト協
	都道府県ト協
	計

	２ｔクラス
	980,000
	326,000
	100,000
	100,000
	526,000

	４ｔクラス
	3,200,000
	1,066,000
	100,000
	100,000
	1,266,000


※都道府県ト協の助成額は、全ト協に準じて行う場合の助成例とする。

※地方自治体の補助がある場合、都道府県ト協及び全ト協のそれぞれの助成額から減額することができる。

※定めのない車種の助成金交付額は、別に定める。

７．助成台数（予定）

　（１）ＣＮＧトラック　　　　１,７５０台
　（２）ハイブリッドトラック　１,６００台

８．交付要綱

　別添のとおり。

【手続き】

９．申　請

（1） 車両を登録する前に「低公害車導入促進助成金交付申請書」（５枚複写）を使用し、事前に申請手続きを行うものとする。（全ト協へ送付）

ただし、継続して助成事業が実施できるよう４月～６月の登録車両に限り、事後の申請を認めることとする。なお、事後の申請の受付は登録日より２週間以内に限る。

また、年度当初において、要綱が決まっていない等の理由で申請書が送付できない場合は、次のとおり取り扱う。

①「低公害車導入促進助成金申請受付一覧」に記入し、メール又はＦＡＸにて送信する。

②全ト協より「低公害車導入促進助成事業に係る申請仮受付通知書」を送付する。

③要綱等が決まり次第、交付申請書に必要事項を記入して全ト協に送付する。

※経済産業省・一部自治体の補助制度については、事前申請のみの取扱いとなるので注意すること。

	車　種
	申請書の種類
	（リースの場合）

利用できるリース会社

	ＣＮＧトラック
	ＣＮＧ・ハイブリッドトラック

（買取り・ＬＥＶＯリース）用
	運輸低公害車普及機構

（ＬＥＶＯ）

	ハイブリッドトラック
	
	

	
	ハイブリッドトラック

（リース）用
	自動車リース事業者


（2） 発売の決定していない車両型式の申請は、受け付けない。

【提出書類】

①低公害車導入促進助成金交付申請書（５枚複写のうち２～４枚目）

※１枚目は都道府県ト協控え、５枚目は申請者控えとなる。

　　②見積書（写）

　　③国の補助金に係る申請書一式（正１部、写３部）

10．交付決定

　　交付申請書を受領し、書類を確認後、順次交付決定を行うものとする（概ね２～３日で都道府県ト協へ送付）。

11．実績報告・支払い

　（１）購入

　　　①車両の登録完了から１ヶ月以内に実績報告書を提出するものとする。

　　　　ただし、領収証を期限内に添付できない場合は、３ヶ月以内に領収証とセットにして実績報告書を提出するものとする。

　　　②助成金の支払いについては、原則として月末締め（ＬＥＶＯに書類到着）、翌月末の支払いとする（土曜・日曜・祝祭日にあたる場合は、その後の平日とする）。

　（２）リース

　　　①車両登録後、速やかに（１ヶ月以内）実績報告書を提出するものとする。

　　　　なお、支払いについては、実績報告書とリース会社からの請求書を照合し、リース会社へ直接支払うものとする。

　※年度末の提出期限については、後日連絡する。

	導入方法
	提出書類
	助成金支払い先

	購　入
	①実績報告書（様式３の（２））

②自動車検査登録証（写）

③領収書（写）

※領収書は、車番等の導入車両を確認できる記載があること。
	都道府県ト協

	リース
	①実績報告書（様式３の（１））

②自動車検査登録証（写）

③リース契約書（写）

※契約書は事業者及びリース会社が押印済みのもの。

※リース契約書に車番等の導入車両を確認できる記載がない場合、別途、借受証等の導入車両を確認できる書類を添付する。
	リース会社


　※上記書類はＬＥＶＯに送付する。

12．変更・取下げの諸手続き

　　交付決定後に申請内容を変更する場合は変更届を、導入を中止する場合は取下届を速やかに全ト協へ提出するものとする。取扱いについては、原則として以下のとおりとする。

	提出書類
	取扱い例

	変更届

（様式４：低公害車導入促進助成金交付申請変更届出書）
	①型式の変更（メーカー及び車両クラスの変更を伴わないもの）

②申請台数の減車

③使用本拠位置の変更（同一都道府県内に限る）

④大幅な登録予定日の変更

⑤その他軽微な変更事項

	取下届

（様式５：低公害車導入促進助成金交付申請取下届出書）
	①導入方法の変更（リース、買取り）

②車両メーカーの変更

③助成額の増額を伴う変更

④導入の中止

⑤その他変更届で対応できない事項


13．財産の処分制限等

　　低公害車導入促進助成金交付要綱第１１条、１２条に該当する場合は、財産処分等の制限期間が経過するまでの期間に相当する分の助成金の返還（原則として月数割り）を求めることがある。

　　ただし、全ト協助成金交付後であっても、国土交通省・経済産業省・都道府県ト協のいずれかの助成金が未払い（協調助成不成立）であった場合については、助成金の全額返還を求めることができる。

　　また、協調団体（都道府県ト協、国等）が承認し、以下に該当する場合は、原則として助成金返還の対象としない。

　　（１）処分等の理由が自己の責によらないと判断されるもの

　　（２）処分等がやむを得ないと判断されるもの

　　助成金の返還の対象としない場合であっても「財産処分等届」を事前に提出するものとする。

◎財産処分等の取扱いについて

	
	都道府県ト協 → 全ト協
	全ト協 → 都道府県ト協
	返還請求先

	助成金交付前
	低公害車導入促進助成金交付申請取下届出書（様式５）
	－
	－

	助成金交付後
	購入
	低公害車導入促進助成事業に係る助成金財産処分等

届出書（参考書式）
	低公害車導入促進助成

事業に係る助成金の

返還について（通知）
	都道府県ト協

	
	リース
	
	
	リース会社


14．留意事項

　（１）以下に該当するものについては、原則として助成しない。

　　　①割賦販売等により、自動車販売会社等に車両の所有権が留保されているもの。

　　　②手形により支払われたもの。

　　　③転貸リースにより導入したもの。

※本書作成時点で、交付金制度の継続が不透明のため、案の形での掲載とさせていただきます。








PAGE  
１１５

